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大
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小
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院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
交
旅
券
の
発
給
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
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十
八
年
二
月
十
七
日
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領
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弁

第

五

四

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
交
旅
券
の
発
給
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
交
旅
券
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
外
務
公
務
員
等
が
国
の
用
務
に
よ
り
渡
航
す
る
場
合
に
発
給
さ
れ
る
。

二
に
つ
い
て

各
年
度
の
外
交
旅
券
の
発
給
実
績
に
つ
い
て
の
集
計
は
な
い
が
、
暦
年
の
発
給
実
績
は
、
外
務
本
省
で
確
認
で
き
る
範
囲

で
は
、
平
成
元
年
が
三
千
五
百
二
十
八
件
、
平
成
二
年
が
三
千
八
百
九
十
件
、
平
成
三
年
が
三
千
八
百
七
十
三
件
、
平
成
四

年
が
三
千
六
百
五
十
五
件
、
平
成
五
年
が
三
千
四
百
三
十
八
件
、
平
成
六
年
が
三
千
六
百
十
九
件
、
平
成
七
年
が
三
千
二
百

三
十
件
、
平
成
八
年
が
三
千
二
百
八
十
五
件
、
平
成
九
年
が
三
千
四
百
十
九
件
、
平
成
十
年
が
三
千
二
百
八
十
一
件
、
平
成

十
一
年
が
三
千
三
百
六
十
五
件
、
平
成
十
二
年
が
三
千
三
百
二
十
九
件
、
平
成
十
三
年
が
三
千
六
十
九
件
、
平
成
十
四
年
が

二
千
九
百
九
十
二
件
、
平
成
十
五
年
が
二
千
九
百
七
件
及
び
平
成
十
六
年
が
二
千
六
百
十
五
件
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
十
七

年
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
集
計
中
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

国
会
議
員
に
対
し
て
は
、
外
務
省
の
内
規
に
基
づ
き
、
外
国
政
府
か
ら
の
正
式
の
招
待
を
受
け
て
衆
議
院
又
は
参
議
院
か

一



ら
派
遣
さ
れ
る
場
合
等
に
外
交
旅
券
が
発
給
さ
れ
る
。

四
に
つ
い
て

外
務
省
を
退
職
し
た
者
に
対
し
て
は
、
一
般
に
、
外
交
旅
券
は
発
給
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
者
が
国
の
用
務
に
よ
り
渡
航
す

る
場
合
に
は
、
外
交
旅
券
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

五
に
つ
い
て

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
省
職
員
（
以
下
「
在
外
職
員
」
と
い
う
。
）
が
他
の
在
外
公
館
に
転
勤
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の

家
族
が
旧
在
勤
地
に
残
留
す
る
場
合
等
に
は
、
そ
の
家
族
に
対
し
、
外
交
旅
券
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

六
に
つ
い
て

外
務
省
の
国
内
職
員
が
観
光
旅
行
等
の
私
的
目
的
で
海
外
旅
行
を
行
う
場
合
に
は
、
一
般
旅
券
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

七
に
つ
い
て

在
外
職
員
が
任
国
以
外
の
外
国
に
観
光
旅
行
等
の
私
的
目
的
で
旅
行
を
行
う
場
合
に
は
、
外
交
旅
券
を
使
用
す
る
こ
と
と

な
る
。
こ
の
よ
う
な
外
交
旅
券
の
使
用
は
、
旅
券
の
二
重
携
行
や
任
国
で
の
出
入
国
査
証
の
取
得
の
際
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け

二



る
観
点
か
ら
、
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

三


